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「小児慢性特定疾病情報センター」 
ホームページはこちら↑ 

令和８年３月 

千葉市小児慢性特定疾病医療支援について 
 
１ 事業内容 
  
  子どもの慢性疾病のうち、治療が長期にわたり、その医療費の負担が高額になる疾病は、お子さまの健全な育成に 

大きな障害となるため、国が小児慢性特定疾病として定めて、治療方法を研究するとともに医療費の公費負担を行う 

制度です。 

  

 ① 対象疾病   １６疾患群 ８０１疾病 

      ＊対象疾病と基準は、「小児慢性特定疾病情報センター」ホームページ 

       http//www.shouman.jp/にてご確認いただくか、主治医にご相談ください。 

          

② 対象年齢   １８歳未満 

           ただし、１８歳到達時点で受給している場合は２０歳になる誕生日の前日まで継続可能 

 

③ 自己負担額  医療保険者単位の世帯の市町村民税に応じて、６段階の自己負担上限額があります。 

        ⇒「自己負担上限額表」参照  ※自己負担上限額は、ひと月内における、お子さまひとりに対する限度額です。 

 

＜自己負担上限額表＞                                     （単位：円） 

階層 

区分 

階層区分の基準 
自己負担上限月額（患者負担割合 2割、外来+入院） 

一般 重症患者 人工呼吸器等装着者 

Ⅰ 生活保護等 0円 

Ⅱ 市町村民税 

非課税 

低所得Ⅰ（～80.9万円） 1,250円  

 

500円 

Ⅲ 低所得Ⅱ（80.9万円超～） 2,500円 

Ⅳ 一般所得Ⅰ（～市町村民税7.1万円未満） 5,000円 2,500円 

Ⅴ 一般所得Ⅱ（～市町村民税.25.1万円未満） 10,000円 5,000円 

Ⅵ 上位所得（市町村民税.25.1万円以上） 15,000円 10,000円 

入院時の食費 1/2自己負担 

 

  ④ 重症患者  ア、イのいずれかに該当する方が対象です。 

ア 高額な医療が長期的に継続する者（高額かつ長期） 

     ※医療費総額が5万円/月を超える月が年間6回以上ある場合   →該当する場合は、申請が必要です。 

      例）医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が 1万円/月 

イ 現行の重症患者基準に適合する者       

 

⑤ 公費負担の方法   

   ・市から交付された『受給者証』及び『自己負担上限額管理票』を指定医療機関窓口へご提示ください。 

    小児慢性特定疾病医療支援制度は、指定医療機関で受けた医療に限り、助成を受けることができます。 

受診の際は、医療機関の所在する都道府県・政令市・中核市の指定を受けているか、ご確認ください。 

   ・各医療機関、薬局、訪問看護事業所等で医療費の支払いの際、ひと月内における自己負担は、保険診療の範囲 

（自己負担割合2割）で、なおかつ「自己負担上限額」までとなります。 

   ・『子ども医療費助成受給券』との併用もできますので、お持ちの方は窓口へご提示ください。 

                                               

２ 事業のご利用方法 
（１）受給者証の交付申請  

   申請書に必要書類を添えて、お住まいの区の窓口へお手続きください。書類が不足していた場合は、原則として書

類をお預かりできません。 
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ご提出いただいた医療意見書をもとに、月に一度開催される「千葉市小児慢性特定疾病審査会」で審査を行い、 

お子さまの疾病の程度が制度に該当するか、該当しないかを判定します。その後、制度該当のお子さまには『受給者

証』を交付いたします。                              

手続きに必要な書類

指

定

医

に

作

成

依

頼

す

る

書

類

□１　医療意見書
・複数疾病に該当している方は、疾病ごとに医療意見書が必要です。
・医療意見書は、申請日を含め３か月以内の記載日であれば有効となります。

□2　人工呼吸器等装着者証明書
・該当する方は、提出が必要です。

□3　療育指導連絡票
・指定医が作成の必要性を認める方のみ、提出してください。

申
請
者
皆
様
か
ら
提
出
い
た
だ
く
書
類

□4　千葉市小児慢性特定疾病医療費支給認定申請（届出）書
　　  千葉市ぜんそく等小児指定疾病医療費助成認定証交付申請（届出）書
・記載例をよくご確認いただいた上、必要事項を記入してください。
・18歳以上の患者の方は、患者ご本人が申請者になります。

□5　健康保険の資格が確認できるもの
　　（資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの等）

※資格確認書は有効期限内のものか、確認のうえご提出ください。
・患者ご本人と同一の健康保険に加入している方を「世帯」とします。
・患者ご本人が加入されている健康保険の種類により、以下の通り、支給認定世帯員が異なります。

□6　個人番号に係る調書
・提出の際、マイナンバー確認書類のご提示をお願いします。
（詳細は、別紙「マイナンバー確認について」をご確認ください。）
・郵送申請の場合、確認書類の写しを同封してください。

□7　アンケートご協力のお願い
・療養状況についてご記入ください。ご記入内容によっては保健師、小児慢性特定疾病児童等自立支援員
　から電話等連絡が入る場合があります。

□②障害年金・遺族年金等の振り込み通知書（令和７年1月～12月受給分）
＊必要な方⇒住民税非課税世帯で、患者本人が、障害年金等の非課税年金、手当を受給している方
・令和8年６月までの申請の場合（令和6年１月～１２月受給分）
・令和8年７月～令和9年６月までの申請の場合（令和7年１月～１２月受給分）
・患者ご本人の受給額が確認できる振込通知書のご提出が必要です。
・自己負担上限額の決定に必要となります。

□③住民票・所得証明書
・申請書下部における、千葉市が市民税等に関する課税資料、医療保険情報、住民基本台帳情報、
　生活保護受給状況について調査・確認することに 同意されない場合は必要です。
※市民税未申告の方、市外課税者の方の場合、所得証明書の提出をお願いする場合があります。

□④同一世帯内の他の方の受給者証
・受診者以外の世帯員（受診者と同じ医療保険に加入する世帯員）に本制度や指定難病を受給されている方
　がいる場合は、提出が必要です。
・郵送申請の場合、受給者証の写しを同封してください。
・申請中の方は、その旨を申請窓口へお伝えください。

該
当
す
る
方
の
み
提
出
い
た
だ
く
書
類

□①重症患者認定申告書
・該当する方は、提出が必要です。

患者が加入する健康保険 提出が必要な方

□被用者保険
（会社の健康保険等）

➀患者

②被保険者（患者が被扶養者の場合）

□国民健康保険

□国民健康保険組合

➀患者

②患者と同じ記号番号の方
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申請から認定までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 受給者証の交付について 

受給者証の交付までは、申請日から２か月程度かかりますのでご了承ください。 

制度に該当しない場合、不承認通知送付されます。 

重症患者認定、人工呼吸器等装着者の申請が不承認となる場合は、受給者証と併せて不承認通知が送付されます。 

 

 （３）受給者証の有効期限について  

  ① 有効期間の開始日について 

    新規申請の場合、有効期間の開始日は当該疾病の診断日もしくは申請日から１か月前（やむを得ない理由がある

場合は最大３か月前）の同じ日のいずれか遅い日となります。 

    また、有効期間中の継続申請の場合は、有効期間終了日翌日となります。 

 

  ② 有効期間の終了日について 

      有効期間の終了日は、原則、申請書受理日から最初に到来する９月３０日（受理日が６月１日から９月３０日ま

での間にある場合は、受理日から２度目に到来する９月３０日）となります。 

なお、対象年齢の規定のため継続不可となる方については、その年齢に到達する誕生日の前日までです。 

 

  ③ 継続申請について 

      有効期間終了日以降も継続して事業の利用を希望される場合は、その有効期間内に、お持ちの受給者証の更新手

続き（＝継続申請）をお願いします。なお、対象の方には、毎年５月頃に更新手続きのご案内をお送りしており

ます。 

 

 ④ 変更の申請が必要な時 

ア 受給者証の記載内容に変更があった場合（健康保険や住所等） 

  イ 以下に該当する場合 

    ・高額かつ長期：認定後、申請する月以前の１２か月以内に小児慢性特定疾病にかかる医療費の総額が 

５万円を超える月が６か月以上ある場合 → 該当する月の自己負担上限額管理票 

    ・同一世帯内（同じ健康保険に加入している方）に指定難病、小児慢性特定疾病の受給者がいる方  

 

⑤ 受給者証の返還について 

    受給者の資格がなくなったときは、この証を速やかに窓口に返還してください。 

 

（４）小児慢性特定疾病児童手帳について 

   ・お子さまの症状が急変した場合に、その場にいる方から医療機関等への連絡等が速やかに行われること 

・お子さまご自身や学校生活等における関係者がお子さまの症状を正しく理解し適切な対応が図られること 

を目的とし、作成しております。必要に応じて、就園、就学等の際、本人の健康状態や医療機関の連絡先等必  

要事項を記入し、お子さまに携帯させてください。 

 

 

 

医療機関 

申請者（対象患者） 
各区保健福祉センター 

        健康課 

千葉市小児慢性特定疾病 

審査会 

 

 

健康支援課 ①指定 

②受診・ 

 医療意見書 

 作成依頼 
③医療意見書 

 作成 

④申請 

⑤申請書送付 

⑥審査 

制度該当 

医療意見書 

はい 

受給者証交付 

いいえ 

却下通知送付 

 ⑦審査結果 

⑨却下通知 

⑧審査結果 

⑩受給者証 

 交付 

審 査 
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３ 医療費の償還払いについて 
  以下の場合、交付申請中などの理由で受給者証を医療機関等に提示できなかった医療費の一部について、申請により

市から助成いたします。なお、申請の時効は医療費を支払った日の翌月初日から５年以内です。 

（１） 指定医療機関の窓口において、医療費総額の３割を支払った 

 （２）ひと月における指定医療機関への支払合計額が自己負担上限額を超過した  

 

 ＜ 申請に必要な書類 ＞ 

 （１）申請書 

・支払い額について、医療機関や薬局などから証明を受けてください。 

・複数の医療機関や薬局などから証明を受ける場合は、対象期間を揃えてください。 

    ・証明手数料を請求されることがありますが、この証明手数料についても助成いたします。 

 （２）預金通帳の支店名、口座番号などが載っている部分の写し 

 （３）助成対象となる医療費等の領収書原本 

 （４）申請対象期間に有効な『受給者証』の写し 

 （５）自己負担上限額管理票の写し 

 （６）健康保険の資格が確認できるものの写し 

『資格情報のお知らせ』、『資格確認書』、『マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの』等 

    ※資格確認書は有効期限内のものか確認のうえ、ご提出ください。 

（７）『限度額適用認定証』の写し（お持ちの方のみ） 

（８）高額療養費支給対象の場合は、その『支給決定通知』の写し 

（９）委任状（申請者以外の方の口座に振込を希望する場合） 

 

                                                                                              

４ 申請窓口・お問い合わせ先 
    この事業のご利用窓口は、お住まいの区の健康課です。 

    なお、事業内容や認定結果についてのお問い合わせは、 健康支援課 へお願いいたします。 

お住まいの区 ご利用窓口 所在地 電話番号 

中 央 区 
中央保健福祉センター健康課 

こころと難病の相談班 
〒260-8511 

中央区中央４－５－１ 

（ Qiball（きぼーる）１３階 ） 
２２１－２５８３ 

花見川区 
花見川保健福祉センター健康課 

こころと難病の相談班 
〒262-8510 花見川区瑞穂１－１ ２７５－６２９７ 

稲 毛 区 
稲毛保健福祉センター健康課 

こころと難病の相談班 
〒263-8550 稲毛区穴川４－１２－４ ２８４－６４９５ 

若 葉 区 
若葉保健福祉センター健康課 

こころと難病の相談班 
〒264-8550 若葉区貝塚２－１９－１ ２３３－８７１５ 

緑  区 
緑保健福祉センター健康課 

こころと難病の相談班 
〒266-8550 緑区鎌取町２２６－１ ２９２－５０６６ 

美 浜 区 
美浜保健福祉センター健康課 

こころと難病の相談班 
〒261-8581 美浜区真砂５－１５－２ ２７０－２２８７ 

    千葉市保健福祉局健康福祉部健康支援課 （電話番号：２３８-９９６８） 

 

 

５ ぜんそく等小児指定疾病医療費助成事業※の終了について 
千葉市では、子ども医療費助成制度の助成対象が、令和６年８月診療分より拡充されたこと等をふまえた見直しを行い、

令和９年３月をもって事業終了となります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

※子どもの慢性疾患のうち、国制度（小児慢性特定疾病医療支援）の対象とならない方で、市が独自に定める認定基準を

満たすお子さまを対象に医療費を助成する制度     


